
MMPGホームページ（http://www.mmpg.gr.jp）より　またはファックス（裏面）で

東京会（東京、千葉、神奈川、山梨）

「　　　　　　医業経営セミナー」

定
員

30名様限定（先着順受付）

開催日 2010.9.12 日 <15：00　開演＞ 会場 アピオ甲府　本館２Ｆ　栄の間

▼開催概要 ▼セミナースケジュール　開場/14：30

第1部/セミナー　　15：00～17：00

第2部/個別相談会　　17：00～18:00

個別相談会につきましては事前予約制となっておりますので、下記より
お申し込みください。また、お申込みの際、簡単に相談内容もお書き下
さいますようお願い申し上げます。

「個別相談会」　[予約制]

「基金拠出型医療法人の設立と税務」
●講師：MMPG会員　税理士法人青木会計　青木惠一　

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ（ＭＭＰＧ）は、
医療界からの要請に基づき、職業会計人を中心に1985年4月
に設立されました。
設立以降、正しい医業経営のあり方を提唱し、全国ネットで病・
医院経営へのコンサルタント活動を積極的に行ってまいりまし
た。以来正会員の関与先は、病院約1300件、診療所約8600件
にのぼり、的確なコンサルタント業務を通じて、顧客から信頼
と実績を獲得し、医業経営のよきアドバイザーとして高い評価
を頂いております。

三井ホーム株式会社
三井ホームリモデリング株式会社
プルデンシャル生命保険株式会社甲府支社
東邦薬品株式会社
総合メディカル株式会社

●日　時：２０１０年９月１２日<日>
　　　 　　　 [開場/１４：３０～　終了/１８：００]

●参加費：１名様 ５,０００円(当日会場受付でお支払い下さい)
　　　 　　

　　　 　　

●会　場：アピオ甲府 本館２Ｆ　栄の間
　　　 　　

ＭＭＰＧとは

開催のご案内

今後ＭＭＰＧ東京会からの案内等がご不要な方は、お手数ですが上記ホームページのお問い合わせよりご連絡頂きますようお願い申し上げます

　第５次医療法改正により、新たに医療法人を設立する場合は、
基本的に基金拠出型医療法人によることになりました。「医療
法人にしたほうが有利だと聞くが、制度の内容を理解したい」
「医療法人化した場合のメリット、デメリットを整理したい」
という声にお応えして、基金拠出型医療法人の設立と税務につ
いて、わかりやすく解説します。　

電話　055-222-1111

［講師略歴］
平成４年青木惠一税理士事務所設立、
平成14年税理士法人青木会計に組織変
更。現在、税理士、税理士法人青木会
計代表社員、（社）日本医業経営コン
サルタント協会会員、ＭＭＰＧ専務理
事、日本税務会計学会会計部門常任委
員。
著書に「完全理解！医療法人の設立・
運営・承継と税務対策」（税務研究会
出版局）「新しい医療法人制度Ｑ＆Ａ」
（共著　税務研究会出版局）など多数。

お問い合わせ及びお申し込みは

・
主催

協賛

http://www.mmpg.gr.jp


アピオ甲府
（山梨県中巨摩郡昭和町西条３６００
　　　　　　　　　　 TEL055-222-1111）

平成２２年９月１２日（日）

受　付　　　　　　 　　14:30～
第１部（セミナー） 　　15:00～17:00　
　　　　　　　　　　 本館２Ｆ　栄の間
第２部（個別相談会） 17:00～18:00　　　
(第２部は予約制） 本館２Ｆ　栄の間　

下欄にご記入の上、この用紙をＦＡＸして下さい。

ＦＡＸ　055－241－7578（上野ビジネスコンサルタンツ内　セミナー事務局）

貴医院／所属名

ご　住　所

ご参加者名

ご連絡先

セミナー参加 個別相談会参加

メールアドレス　　
またはＦＡＸ番号：

※ご記入いただいた個人情報の保管、管理については適切かつ十分な対策を講じ、ご本人の承諾なく第三者に提供することは一切ありません。

「　　　　　　医業経営セミナー」

東京会（東京、千葉、神奈川、山梨）

税理士法人アイ・パートナーズ　　税理士法人青木会計　　　　　　浅木克眞税理士事務所　　　税理士法人あすなろ　　㈲上野ビジネスコンサルタンツ
㈱大山会計　　　　　　　　　　　㈱カナメ経営会計　　　　　　　㈱川原経営総合センター　　㈱児島会計　　　　　　コンパッソ税理士法人
㈲ザ・プランナー　　　　　　　　税理士法人総合経営サービス　　高土公認会計士事務所　　　税理士法人ＴＭＳ　　　藤間公認会計士税理士事務所
税理士法人中山・久保嶋会計　　　西迫会計事務所　　　　　　　　丹羽会計事務所　　　　　　林公認会計士事務所　　㈲ブレイン・スタッフ
八木時雄税理士事務所　　　　　　リッチフィールド税理士法人

[五十音順]

「基金拠出型医療法人の設立と税務」　参加申込書

受講票を送付させていただくため、どちらかを必ずご記入下さい。

ご相談内容

※個別相談会参加ご希望の場合にご記入下さい。

セミナー参加 個別相談会参加

セミナー参加 個別相談会参加


